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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.253 2020.9.14 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■国勢調査をかたる者による調査票情報等の詐欺行為へご注意ください！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

本年９月から 10 月に令和２年国勢調査が実施されます。 

国勢調査は、統計法及び国勢調査令に基づき、5 年に一度日本に常住する全ての人

及び世帯を対象とする調査で、国内最大・唯一の国民全数調査です。 

 

国勢調査など公的な統計調査を装い、世帯を訪問して記入した調査票をだまし取っ

たり、世帯の家族構成などを電話で聞き出したりする「かたり調査」にご注意くださ

い。 

統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねませ

ん。 

 

＜被害に遭わないためのポイント＞ 

１．電話や電子メールで国勢調査を依頼することはありません 

・電話で国勢調査を依頼することは絶対にありません。 

・不審な電話や電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。 

・ただし、調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点がある際は、確

認をするため、国・県・市町村の職員から、お電話をする場合があります。  

 

２．国勢調査には「収入、預金等」に関する調査事項はありません 

・国勢調査には、収入や預金などの額を調べる項目はありません。 

・国勢調査で、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きしたり、金

品を要求することもありません。 

 

３．国勢調査員は、常に「調査員証」を携帯しています 

・調査員は必ず調査員証を携帯しています  

・調査を行う国勢調査員は、顔写真つきの「調査員証」や「腕章」を必ず身に着

けています。 

・「調査員証」を携帯していない人が訪問した場合、調査員になりすましている

可能性があります。 

 

国勢調査の詳細については、総務省統計局が運営する下記サイトをご覧ください。 

国勢調査 2020 総合サイト：https://www.kokusei2020.go.jp/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 
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     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

  

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

 ◇ 消費生活特別相談 
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  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 


